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【今月の一言】 

桜の季節がやってきました。最近は、近所のお団

子屋さんに地元応援と称してせっせと通っていま

す。昔は苦手だった桜餅の葉の香りも、今は唯一の

癒しとなっています。お花見が恋しいですね。 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りを

お届けいたします。 （事務員 S） 

正社員登用制度の整備とキャリアアッ

プ助成金 

◆４月１日から中小企業でも「同一労働同一賃金」

が義務化されます。 
正社員と非正規社員の不合理な労働条件の相違

を禁止する「同一労働同一賃金」が、令和３年４月

１日から、中小企業に対しても義務化されます。 

具体的には、諸手当、賞与、退職金等の待遇につ

いて不合理な相違があってはならないというもの

ですが、昨年 10月に出された最高裁判決では、賞

与や退職金について、不支給は不合理とはいえない

との判断が示されたものもあります（大阪医科薬科

大学事件、メトロコマース事件）。 

◆注目される「正社員登用制度」 
上記メトロコマース事件では、原則勤続１年以上

の希望者全員が受験できる正社員登用制度があり、

原告である契約社員が、試験に２回失敗し断念した

ことが、企業側は正社員登用の機会を与えていたと

判断され、結論に大きく影響したといわれています。 

一連の判決を受け、企業の一部には、賞与や退職

金について、正社員人材の確保･定着を目的として

設けているとして、非正規社員に対して異なる扱い

とする代わりに、正社員登用制度を整備する動きも

見られます。 

◆非正規社員の正社員化を進める際に活用でき

るキャリアアップ助成金 
キャリアアップ助成金は、雇用期間の定めがある

非正規社員の企業内でのキャリアアップを促進す

るため、正社員化等を実施した事業主に対して助成

金を支給する制度です。 

本助成金の正社員化コースでは、有期雇用の

非正規社員を正社員等に転換、または直接雇用

した場合に助成金が支給されますが、限定正社

員（勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時

間正社員）制度新設の場合、加算措置がありま

す。（令和３年度予算にて４月１日より追加予定） 

◆段階的正社員登用制度の構築がおススメ 
これまで正社員登用制度のなかった企業にお

いて、一直線に正社員への登用制度を整備する

のは、人件費の面で負担増となることも考えら

れます。また、在籍従業員に正社員志望者がい

なければ、設ける意味がありません。 

優秀な人材を確保したいという企業において、

すでに実績がある非正規社員に正社員になって

もらうというのは有効な方法の１つですので、

上記で紹介した限定正社員制度の導入から始め

て、段階的に正社員登用制度の構築を進めてみ

てはいかがでしょうか。 

2021 年度卒業･修了予定者等の

採用活動の留意点～厚労省要請 

◆厚生労働省等からの要請事項 
2021 年度卒業･修了予定者等を対象とした

就職･採用活動については、３月１日より企業の

広報活動の開始、６月１日から採用選考活動の

開始が予定されているところですが、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大を防止し、学生等が安

心して就職活動に取り組める環境を整備するこ

とが求められています。そのため、文部科学省･

厚生労働省･経済産業省から経団連宛てに、

2021 年度卒業･修了予定者等の就職･採用活

動に関する要請が出されました（２月 19 日）。

要請には、これからの企業の採用活動にあたっ

て留意していただきたい事項がまとめられてい

ますので、確認していきましょう。 

◆オンラインによる企業説明会や面接･試験

を実施する際の留意点 

① 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

め、オンラインによる企業説明会や面接･試

験の実施可能企業については、積極的に活用

し、その旨を情報発信する。 

② オンライン活用の際は、通信手段や使用ツー

ルなど、実施条件を事前に明示し、学生の準

備期間を確保する。 

③ 通信環境により、音声･映像が途切れる場合

等には、学生が不安にならないよう対応する。 

④ オンライン環境にアクセスすることが困難

な学生等に対しては、対面や他の通信手段に

よる企業説明会や面接･試験も併せて実施す

る、ことを要請しています。 

◆対面による企業説明会や面接･試験を実施

する際の留意点 
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、

いわゆる３密（密閉空間、密集場所、密接場面）

になることのないよう、広報活動日程および採

用選考日程を後倒しにするなど柔軟な日程の設

定や、秋採用･通年採用などによる一層の募集機

会の提供を行うことを要請しています。 

◆その他学生等への配慮 
学生側が発熱等のやむを得ない理由により、

企業説明会をはじめ、面接･試験に出席できない

ことがあっても、その後の採用選考に影響を与

えることがないようにし、また、その旨を積極

的に情報発信するよう要請しています。 

◆新卒者等の採用維持･促進に向けた取組み

（企業への支援） 
また、政府は、新型コロナウイルス感染症の

影響により厳しい事情を抱えている新卒者等や

企業に対しての採用維持･促進に向けた取組み

をすすめています。企業に対する支援としては、

新卒採用等による人材確保等への投資促進（令

和３年度税制改正事項）や、新卒採用を継続す

る地域の魅力ある中堅･中小企業の公表、新卒者

等と採用意欲のある中小企業とのマッチング促

進などがあります。 

4月の税務と労務の手続 

［提出先･納付先］ 
12日 

○ 源泉徴収税額･住民税特別徴収税額納付 

  ［郵便局または銀行］ 

雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

  ［公共職業安定所］ 

15日 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届

出書の提出 ［市区町村］ 

30日 

○ 預金管理状況報告の提出 ［労基署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出 

＜休業 4日未満、1月～3月分＞ 

  ［労働基準監督署］ 

○ 健保･厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付･納付計器使用

状況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ･離職の翌月末

日＞ ［職安］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告

納付 ［都道府県･市町村］ 

○ 固定資産税･都市計画税の納付 

＜第 1期＞ ［郵便局または銀行］ 

※都･市町村により異なる月の場合がある。 

・土地価格等縦覧帳簿 

・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間 

（4/1～4/20 または、第１期目の納期限迄

のいずれか遅い日以降の日までの期間） 

2021 年  4月号 


